
I Cカード時代がやってきた

I Cカードは、有村国孝氏（日本）ならびにロラ

ン・モレノ氏（フランス）によって発明された、

情報記録機能を持つカードです。これまで私たち

が見慣れた磁気カードとは違い、カードそのもの

に情報や判断という意志を持つことができるわけ

ですから、その有用性・有効性は登場とともに評

価され、注目されてきました。

特に、デジタル技術が進歩し、情報ネットワー

ク社会を迎えた現在、生活者のニーズはますます

個性化・多様化し、いつでも・どこでも・安全

に・安心して・便利に利用できるサービスが求め

られています。このため、情報システムの考え方

も、従来の強力なホスト・コンピュータと端末を

繋げたセンター型から、スーピーディーな改良や

システムアップが容易なクライアントとサーバー

で構成するネットワーク型への“ダウンサイジン

グ”が定着しています。

カードについても、従来の磁気カードを使った

システムは、情報はセンター側で管理し、カード

にはその一部であるＩＤ（アイデンティティ＝氏

名等の個人の情報）を記録させ、システムへのア

クセスに使うのが一般的でした。キャッシュカー

ド、クレジットカード、そしてテレホンカードや

パチンコカードのような各種のプリペイドカード

など、私たちに馴染みの深いカードは全てこの方

法です。

もちろん、このままでは何かサービスを増やし

たくても、センターにある大規模なコンピュータ

を更新する必要があります。時間もコストもかか

り、生活者のニーズへタイムリーに対応すること

は不可能です。この点、大量の情報を記録し、カ

ードそのものが計算機能を持ったI Cカードであれ

ば、大がかりなセンターを持つ必要もなく、かつ

フレキシブルなサービス提供が可能になります。

また、最近ではカードの磁気部分にあるＩＤ情

報を偽造や改竄して、不正利用する問題が生じて

います。残念ながら磁気カードではその対策にも

限界があることから、容易に悪用ができないI Cカ

ード化へ進む方向にあります。例えば、ＮＴＴの

テレホンカードは、現在の磁気カードからI Cカー

ドに置き換わることが決定されています。

当初からI Cカード利用を押し進めたフランスを

はじめとする欧州を皮切りに、いまや世界中の国

で、日常のあらゆるシーンでI Cカードが使われて

います。日本では磁気カードが使ったインフラが

先行しましたが、テレホンカードをはじめ地下鉄

I Cカードシステム利用促進協議会（J I C S A P）が作成した「J I C S A P仕様」について、背

景やその必要性、現在、I Cカードの仕様に、多くのものがあるが、その中でJ I C S A P仕様

がどのような位置付けにあるのかを紹介する。

ICカードの分類

ICカード・多目的利用の実現のための

JICSAP仕様とは？
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の定期乗車券など、2 1世紀に向けて一気にI Cカー

ドの普及が進む見込みです。

接触型と非接触型

さて、I Cカードといっても、カード内に記録し

たデータのリード・ライトの方法によって、「接

触型」と最近話題となっている「非接触型」があ

ります。I Cカード自体接触型で登場したこともあ

り、標準化や仕様の決定等が進み、クレジットカ

ードやキャッシュカードのような金融分野を先導

に本格普及段階を迎えています。

非接触型（コンタクトレス型）は、電磁波によ

ってデータのリード・ライトを行う仕組みで、そ

の距離によって密着型・近接型・遠隔型がありま

す。処理スピードが早くメンテナンスフリーのメ

リットがあり、電子乗車券として交通分野を中心

に開発が始まっています。最近では、この接触

型・非接触型の機能を１枚化して、用途に応じて

使い分けるという「複合型」（ハイブリッド型）

も提案されています。こうして2 0 0 1年の日本市場

では、接触型と非接触型は６：４にシェアになる

という予測も見られます。

標準化を進めて、利便性を提供

みなさんの財布には、キャッシュカード、クレ

ジットカード、メンバーズカード、公共交通機関

の定期券など複数枚のカードがあるでしょう。こ

れらのカードがI Cカードに置き換わるだけならま

だしも、かえって増えてしまう結果になってしま

って不便です。

実は I Cカード

の多機能性を活

用すれば、１枚

のカードで多目

的な利用が可能

です。従来、サ

ービス毎に別々

に持っていたカ

ードが１枚で済

むわけです。

ところが現実は

そう容易ではあ

りません。まず、

規制緩和が進む日本ですが、金融決済や通信につ

いては、まだまだ不可能な領域があり、この面の

解消が必要です。さらに、システムでは、複数の

目的を１枚にする場合、それぞれの目的に応じた

部分と共通して使える部分をI Cカードに規定する

必要があります。こうした共通土壌づくりがI Cカ

ードの「標準化」で、現在官民を上げて取り組ん

でいます。

この「標準化」は日本だけでなく、グローバル

な規模で行われているのです。例えば、クレジッ

トカードのように、世界中での利用を前提とする

サービスで、特定の地域や国の事情のために何枚

ものカードを発行していては、著しく利便性が損

なわれてしまいます。日本では当たり前となって

いるボーナス一括払い等のサービスは、実は日本

市場固有のサービスでなのです。これに標準化を

行うことで、利用環境の整備を図り、海外用と国

内用の２枚が必要になるような状況を回避してい

るのです。こうして、バンクカードのように、キ

ャッシュカードとクレジットカード機能が共通で

きる環境が整えられていきます。

標準化が、いわばI Cカード時代の“利用憲章”

づくりならば、“仕様”はそれを支える民意、と

いえるでしょう。民意の合意は、基本的に多数決

によって決定されます。こうして多数の指示によ

って合意された結果がディファクト標準（ディフ

ァクト・スタンダード）で、パソコンの世界で

W i n d o w sが事実上の標準オペレーティング・シス

テム（ＯＳ）になっているように、ビジネスでは

そのシェアや利用者の多寡によって決まる傾向に

あります。クレジットカードの「ＥＭＶ仕様」も、

日本国内におけるICカード市場予測
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E u r o p a y、M a s t e r、V i s aというクレジットカード・

ビジネスの最大組織が合意し取り組んでいるた

め、事実上の世界的な標準化であり、各ブランド

のマークを付けてビジネスを続ける以上、その仕

様を採用することが必須となるわけです。

このように、I Cカードの普及には、“I Cカード

利用システムの目的、効果等について関係者間で

共通の利益を得る”ための調整と“I Cカードの物

理的・機能的条件等について、基本部分での互換

性を確保する”標準化の推進と仕様の決定が必要

です。前者についてはクレジットカード各社や銀

行協会等で、後者は世界的には国際電気標準会議

（ＩＥＣ）、国際標準化機構（ＩＳＯ）、日本国内

では日本工業標準調査会（事務局・通商産業省工

業技術院標準部）で進められています。

ＪＩＣＳＡＰ（ジクサップ）の役割

I Cカードの標準化は、関係する組織の利害を取

り払い、グローバルかつ総合的に推進しなければ

なりません。そうした中、平成5年にI Cカードシ

ステム利用促進協議会（ＪＩＣＳＡＰ）は、I Cカ

ードビジネスに関係する企業や団体を中心に結成

されました。平成９年度現在、国内外の企業・団

体6 7社が参加し、標準化等の検討やアプリケーシ

ョンの調査研究、普及・啓蒙活動を続けておりま

す。

ＪＩＣＳＡＰの特徴は、メーカーやシステム・

インテグレーターのように、I Cカードシステムを

開発・販売する組織だけでなく、それらを導入し、

実際に活用していく公共団体や金融機関等のユー

ザーが参加している点にあります。モノづくりの

専門家とオペレーションの責任者が互いに情報交

換を行い討議を重ねることを通じて、双方の都合

だけで妥協しない、現実的な提案・開発活動が可

能になっているのです。

わが国のI Cカードの標準化活動は、通産省工業

技術院を窓口に、日本事務機械工業会、日本規格

協会等複数の組織を通じて推進されています。そ

の中で、ＪＩＣＳＡＰの総合的な特徴が評価され、
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ＩＳＯ／１ＥＣ７８１６の国際仕様のＪＩＳ化に

ついて「ｘ６３０６」として、ＪＩＣＳＡＰが原

案作成を担当したのです。

多目的利用ための仕様

仕様の決定とは、物理・機能的条件の決定を意

味します。そのため、検討が必要となる項目は、

カードの形状・寸法・耐温度等の物理的特性や、

エンボス文字の位置、磁気ストライプの位置、外

部端子の位置等といった外見、さらにトラックの

数、番号、位置、記録方式、記録角度等の情報機

能、基本コマンド・ファイルの構造、セキュリテ

ィ、リーダライタとの電気的信号手順等のプログ

ラムまで多岐にわたります。これらについて、接

触型・非接触といったカード種別や金融、通信と

いったアプリケーション利用を念頭においた共通

化を進める作業を国際的・国内的に進めるのです

から、大変な作業です。

検討テーマのなかで最も重要なのはセキュリテ

ィとコマンドと呼ばれるプログラムの部分です

が、キャッシュカードを中心に金融分野での浸透

が確実視される接触型の場合、多目的利用との兼

ね合いから、ＩＳＯ／ＩＥＣ７８１６では「オプ

ション」として、カード発行者がその目的に応じ

てオリジナルに規定する形態、つまり基本は共通
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するが付加機能については独自で決定する内容と

なっています。多目的利用とは、例えば日本では

既に市民カードや住民健康カードのような行政カ

ードや地域カードが実用化されている街がありま

すが、今後はそのカードにキャッシュカードのよ

うな金融機能や、公共交通機関や商店街での決済

機能を持たせるなど、１枚のカードを多目的に活

用するケースをいいます。

この、ＩＳＯ／１ＥＣ７８１６－４の国際仕様

における「ＩＣカードのファイル構造およびコマ

ンドは全てオプションで、さらに個々のコマンド

における様々な機能も全てオプションである」部

分について、ＪＩＣＳＡＰが作成した日本の標準

仕様を定めたＪＩＳ準拠「ｘ６３０６」では、最

低必要なコマンドと機能を抽出し、必須機能とし

ての機能を制定しました。これによって、ＪＩＳ

準拠のI Cカード間であれば、互いに運用できる環

境が確保されたのです。

さらに、国内でのI Cカード標準化窓口である通

産省は、カード製造メーカー間の技術の相互運用

の可能性を実証する目的で、平成７年度に実証実

験を（財）ニューメディア開発協会に委託し、

北海道・滝川市で実施しました。それは商店街カ

ードシステムとしてのポイント機能、健康管理カ

ードとして検診結果の記録管理を行うというコン

セプトです。このとき、多目的利用のためのI Cカ

ード仕様として採用されたのが「ＪＩＣＳＡＰ仕

様」なのです。

策定に当たっては、ＪＩＣＳＡＰが原案を作成

したＪＩＳ準拠「ｘ６３０６」を基本としながら

も、そこで規定されていないコマンドや機能を必

要に応じて組み込むとともに、国際標準化になっ

ていないシステムでもその管理・運用コマンドを

規定する方向で行われ、特にセキュリティに関す

る対応がポイントとなりました。また、従来、国

内の各地で実用化されていたI Cカードシステムの

運用に支障が発生しないように、日本の事情も十

分に考慮されています。

I Cカードはそれ単体では効力を持ちません。リ

ーダライタや端末のように、I Cカードが保有して

いるデータを読み取り、その意味が分析・公表・

伝播する、すなわち情報化されて初めて効力を発

揮します。従って、メーカーや国籍を問わずどの

カードでも読み書きを可能にする必要がありま

す。つまり汎用性を確保することも、標準化の大

きな役割です。

ＪＩＣＳＡＰ仕様では、こうした背景を踏まえ、

①ＩＳＯ／ＪＩＳ標準化を踏まえ、異なるユーザ

ーでも共通した利用ができる。

②公開性があり、長期にわたって陳腐化しない。

③誰でも使える容易性を持っている

ことを実現しています。

また、ＪＩＣＳＡＰ仕様は、ＩＳＯ／ＩＥＣ７

８１６を受けたＪＩＳｘ６３０６について、多目
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的利用実現の基本要件となるセキュリティに関す

るコマンドを規定したのも大きな特徴となってい

ます。

I Cカード内にあるデータは、不当なアクセスを

排除し、保護する必要があります。そのため、外

部から命令（コマンド）があっても、それを実行

しても構わないかを判断させ、不当なコマンドで

あれば排除する仕組みを持たせるのが適当です。

このため、ＪＩＣＳＡＰ仕様では、一例として端

末の真正性・相互認証機能の他、不正アクセス防

止のための「自動ロック機能」等を追加しました。

あなたがホテルの部屋に戻ってテレビを見よう

とします。自分の泊まる部屋の鍵を受け取り入室

しますが、当然その錠前にあった鍵がなければ開

けることはできません。つまり、各部屋＝ＤＦ

（専用ファイルと呼びます）に「アクセス管理装

置」と呼ばれる錠前を用意し、それに合致した鍵

を持ってくれば、部屋へのアクセスが許されてテ

レビ＝ＥＦ（基礎ファイルと呼びます）を見るこ

とができるーといったイメージです。

公共団体には最適の仕様

ＪＩＣＳＡＰ仕様は、異なるユーザー間でも共

通利用が可能な特徴から、広域的かつ多目的な利

用が前提となるサービスに適しています。すなわ

ち、行政や公共団体が発行主体となる「住民カー

ドシステム」や、「地域カードシステム」等です。

発行規模が大きく、カードの安定提供が必要な

こうした公共的なカードシステムでは、ユーザー

は通常複数のメーカーやサプライヤーにカードを

発注します。ＪＩＣＳＡＰ仕様が制定されるまで

は、カード内部のファイル構造などは各社ともバ

ラバラで、例えばカードを再発行ができない等の

弊害を持っていました。共通利用を前提としたＪ

ＩＣＳＡＰ仕様の制定により、こうした課題も解

消されたのです。

2 1世紀には健康保険証や住民基本台帳をベース

とするI Cカードシステムが登場する予定です。

これらは数百～数千万人を対象とし、I Cカード

の提供枚数は数億枚に上るでしょう。

さらに、規制緩和の波を受け、それらのカード

には決済機能や情報機能が付加され、多目的に利

用されるシーンも否定できません。よって、広

域・多目的に安心して利用できるI Cカードシステ

ムの基盤として、J I C S A P仕様がそのポテンシャル

を発揮します。

現在、北海道・滝川市に続いて、岐阜県を舞台

に通産省・自治省が支援する住民カードシステム

において、I Cカードのファイルの削除及び再利用

の可能性についての検証が始まっています。

さらに、J I C S A Pでは時代や市場の変化に対応し

て、あくまでも広域・多目的な利用を要件に、Ｉ

ＳＯ／ＩＥＣの標準化を踏まえ、新しい仕様を開

発、提供していく計画です。

ユーザーのみなさんが、サービスを開発・提供

する際に、安心して利便に事業を展開できる基盤

として、今後も標準化活動を続けて参ります。

エピローグ

I Cカードの本格的普及を前に、特に先行が期待

できる金融、クレジットカード、通信の各分野で

は、それぞれの業界事情に応じた仕様の検討と決

定が進んでいます。また、注目の非接触型につい

ても、密着型以外は9 9年にＩＳＯで標準化が行わ

れる見込みです。

各分野の仕様決定を受け、それを利用者がI Cカ

ードに望む“いつでも・どこでも・安全に・安心

して・便利に利用できるサービス”に応用できる

ための基盤をつくること。これがＪＩＣＳＡＰの

役割であり、それを実現する多目的利用の基盤と

なるのがＪＩＣＳＡＰ仕様なのです。

今後、I Cカードは生活者のあらゆるシーンでそ

の機能を発揮することでしょう。数年後には、運

転免許証や社会保険証のような公的なＩＤがすべ

てI Cカード化され、コンビニエンスストアや駅売

店での買い物はI Cカードに蓄積した電子マネーを

使い、さらに海外旅行先でもレンタルした携帯電

話に自分のI Cカードを挿入すればすぐに通話がで

きる時代がやってきます。さらに、自分が住む町

の住民カードをパソコンに挿入し、電子的に住民

票を入手したり、緊急時にもそのカード内に記録

した健康情報によって救われるケースも想定でき

るでしょう。

そんな複数のシーンをカード１枚でこなすため

に、しっかりしたセキュリティを確保する。合わ

せてシステム開発の容易性を保証し、I Cカードビ

ジネス・マーケットをさらに活性化する。これが

ＪＩＣＳＡＰの願いでもあります。


